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教育目標                   (令和８年) 

◆千秋小の教育目標◆ 

（１）本校の教育目標 

   児童の能力と特性を生かし、健康で、自ら学ぶ、心豊かな千秋っ子を育成する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営方針 

全職員が、共に学び合える高きに和する集団のもと、「花いっぱい 友だちいっ

ぱい夢いっぱい」を合言葉に、人間性豊かな児童の育成に努め、家庭・地域社会と

の連携を深め、信頼される学校づくりを推進し、ウェルビーイングの向上を図る。 

ア 小中・小小連携して、基礎的・基本的な学力の定着を図るとともに、主体的・対

話的で深い学びの授業をめざす。 

イ 集団生活を通して社会の一員としての自覚や人間としての生き方について自覚を

高め、自他の生命や人権を尊重する心を育む。 

ウ 運動に親しませ、体力の向上を図るとともに、健康・安全に対する意識を高め、

事故を未然に防止する態度と能力を育成する。 

エ 教員の指導力の向上を図るとともに、家庭・地域と連携・協働して、開かれた学

校づくりを推進する。 

（３）本年度の重点努力目標 

ア「確かな学力」の育成 

   ・「学習の心構え５か条」をもとに、ルールやマナーを身につけさせ、学びに向か

う姿勢を育てる。 

・基礎的・基本的な学力の向上を図るために、ICT 機器を効果的に学習に生かし、

定着と振り返りの時間の確保に努める。 

・体験的な活動や問題解決的な学習を重視し、協働的に学ぶことの楽しさや成就感

を味わわせ、思考力・判断力・表現力の向上を図る。 

・人の意見や話を耳と目でしっかりと聞き、進んで自分の考えや思いを伝えること

ができる児童を育てる。 

・教科担任制の導入により授業の質の向上、および複数教師による多面的な児童理

解を図る。 

・発達段階に応じたキャリア教育（生き方教育）を推進し、社会の一員として自分

らしく生きる力を培う。 

・障害のある児童への理解を深め、特性に応じたきめ細かな学習支援に努める。 

イ「豊かな心」の育成 

・読み聞かせや読書週間の取り組みを推進し、読書の習慣と豊かな感性を育む。 

・各教科等と関連づけた「道徳科の授業」の充実を図り、「思いやりの心」や「生

命尊重」、「規範意識」を高める。 

・人権養育・福祉教育・情報モラル教育などを通して、互いを認め合い尊重し合う

心を育てる。 

・あいさつや言葉遣い、廊下歩行など基本的生活習慣や社会のルール・マナーの定

【めざす児童像】 

・自ら学び考える子(知) ・明るく思いやりのある子(徳) ・健康でたくましい子(体) 

「花いっぱい 友だちいっぱい 夢いっぱい」を合言葉に、学校・家庭・地域が 

連携して育てる。 

【めざす学校像】 

  ・明るい学校・・・元気なあいさつと笑顔があふれる学校 

  ・美しい学校・・・花と緑がいっぱいで、掃除がいきとどいた学校 

  ・楽しい学校・・・助け合い、励まし合う学校  
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着を図る。 

・地域での学習や体験を通して、日本の文化と伝統への理解を深めるとともに、他

国の文化に対する理解を深める。 

・潤いのある温かく美しい教育環境づくりに努める。 

ウ「健やかなからだ」の育成 

・自分の体力に関心を持ち、生涯にわたって健康で生き生きした生活を送るための

基盤を培い、運動の習慣化を図る。 

・「早寝、早起き、朝ごはん」の指導や食に関する指導を充実させることによって、

望ましい生活習慣の定着を図る。 

・生活安全、交通安全、災害安全などを意識させ、命を大切にして、自ら安全に行

動できる態度や習慣を育てる。 

エ 「信頼される学校づくり」をめざして 

・学校評価や行事後のアンケートを有効活用して、学校改善に努める。 

・学校運営協議会を通して、学校・保護者・地域の連携・協働することによって、

魅力あふれる学校づくりに努める。 

・ウェブページや各種たより等で、情報発信を積極的に行い、開かれた学校づくり

に努める。 

・働き方改革にかかる業務改善に努め、子どもたちと向き合う時間の確保に努める。 

※ウェルビーイング…身体的・精神的・社会的に良い状態であること 

学校の概要 
◆学校の沿革◆                    ◆学級数・児童数◆    

昭和２２年 千秋村立千秋小学校開校  学年 組数 児童数  

昭和３０年 一宮市立千秋小学校と改称  １ ２ ３７ 

昭和３６年 千秋北小は廃校、千秋小へ統合  ２ ２ ３９ 

昭和３７年 現在地に校舎工事完工  ３ ２ ４１ 

昭和４４年 校歌制定  ４ ２ ５６ 

昭和４９年 屋運竣工  ５ ２ ６１ 

昭和５０年 プール竣工  ６ ２ ４９ 

昭和５6 年 千秋東小分離  特別支援 ２ ９ 

平成２２年 日本学校保健会健康教育推進学校優良賞  計 １４ ２９２ 

平成２４年 緑化コンクール愛知県知事賞  （令和８年４月９日現在） 

平成２９年 
一宮市花壇コンクール団体の部 優秀賞 
屋内運動場 LEＤ化 

     

令和 3 年 一人一台の学習端末導入   

 

令和 4 年 

電子黒板導入 

一宮市口腔衛生優良校 

一宮市交通安全優良校 

日本学校保健会健康教育推進学校優良校 

令和 ６年 防犯少年団に任命 

令和 ７年 屋内運動場スマートロック導入 
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校  歌 

  作詞 上原  猛   作曲 鶴原 国夫     

 

 

 

 

 

 

 

学校評価 

学校を評価することは、学校の教育活動をさらによくしていくために必要なことです。

本校では、教職員による学校評価の結果と保護者や地域からいただいた意見結果を丁寧

に分析し、よりよい教育活動に結びつけていくように努力をしています。 

◆児童アンケート◆ 

  児童の意識実態調査（７月・１２月）を行います。また、１月にアンケートを実施

し、一年間の生活態度について振り返らせています。 

◆教職員によるアンケート◆ 

  行事終了後や 1 月に教育活動について、教職員自身の自己評価を行っています。 

◆保護者へのアンケート◆ 

  行事や日常の教育活動に目を向けていただき、１月にアンケートを実施し、一年間

の教育活動について意見をいただいています。 

◆地域へのアンケート◆ 

  学校運営協議会委員など、地域の方には、学校教育全般にわたって、ご意見をいた

だいています。保護者アンケートと同様に、1 月にアンケートを実施しています。 

◆集計結果の報告◆ 

  年度末に保護者の方にいただいたご意見を集計して学校だより「夢がキラキラ」で

お知らせするとともにホームページでも公開しています。 

＜各行事のアンケート＞ 

 行事後にアンケートを実施し、参観した感想、行事の内容等に対するご意見をいた

だいています。その意見等は次年度に向けての改善材料として検討していきます。 

学校広報 

学校の様子を保護者や地域の方々に知っていただくために、ホームページを日々、更

新しています。 

 

１ そよ風は 鈴鹿からくる 
朝の庭 昼の庭 まどが明るい 
広い広い緑の中の 千秋 千秋 
あせ流し しごとに はげもう 

 

２ 白雲は 伊吹からわく 
青い空 高い空 力あふれる 
広い広い緑の中の 千秋 千秋 
むねをはり おおしく 進もう 

 ３ 木曽川の めぐみを受けて 
赤い屋根 青い屋根 町がひろがる 
広い広い緑の中の 千秋 千秋 
かたを組み 未来を 開こう 
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令和８年度 学校平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆防犯対策のため、正門（東門）以外は施錠してあります。 

◆ご来校の際は、正門（東門）から入って、職員室までお越しください。 

◆学校近辺は駐車禁止となっております。車でのお越しはご遠慮ください。 
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通学区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「こども１１０番の家」は、子ども

が危ない思いをしたときに、助けを求

めるための緊急避難場所として設置さ

れています。 

 

 「もしも」のときには、左記の表示

がある家に助けを求めてください。 

左が、警察が委嘱した「こども１１

０番の家」、右が、学校が委嘱した「こ

ども１１０番の家」です。 



- 6 - 

 

 日課表 （令和８年度） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎月、中旬に翌月の下校時刻表を配付します。 

※特別な日課になる場合は、下校時刻表でその都度お知らせいたします。 

木曜日課
曜

時刻 課業期間 長期休業

 8:15～ 8:20 勤務開始 勤務開始
 8:20～ 8:30 8:15 8:15

10分授業(教科) 10分授業(教科) 10分授業(教科) 10分授業(教科) 10分授業(教科)

千秋ﾁｬﾚﾝｼﾞ 千秋ﾁｬﾚﾝｼﾞ 千秋ﾁｬﾚﾝｼﾞ 暗唱検定 千秋ﾁｬﾚﾝｼﾞ

１時間目  8:40～ 9:25  

 9:25～ 9:35

２時間目  9:35～10:20

10:20～10:40

３時間目 10:40～11:25

11:25～11:35

４時間目 11:35～12:20

11:45
12:20～13:10 休憩
13:10～13:25 清　掃 ミニ学習 清　掃 昼放課 清　掃 13:25 12:30
13:25～13:40 昼放課 休憩

５時間目 13:40～14:25
13:40

14:25～14:35 移動 (10分)

14:25～14:35 帰りの会(1～3年) 帰りの会(1～3年) 帰りの会(1･2年) 帰りの会(1･2年)

６時間目 14:35～15:20
６限

4～6年
６限

3～6年
６限

3～6年

15:20～15:30
帰りの会
4～6年

帰りの会
3～6年

帰りの会
3～6年

15:40 職員打合せ 16:00

休憩

16:30

16:45 16:45

勤務終了 勤務終了

月 火 水 木 金

１年 14:45 14:45 14:45 14:30 14:45

２年 14:45 14:45 14:45 14:30 14:45

３年 14:45 14:45 15:40 14:30 15:40

14:45
クラブのとき

15:40

14:45
クラブ・委員会

15:40

朝　の　会
読書タイム

教職員の勤務

委員会
クラブ

14:45～15:30

木

移　　　　　　　　　　　　　動

給　　　　　食　　（５０分）

金月 火 水

中　　間　　放　　課　（ 20分 ）

５・６年

４年 15:40 15:40 14:30

 8:30～ 8:40

昼　　　放　　　課　（ 15分 ）

15:40

【下校時刻】

15:40 15:40 14:30 15:40

5時間目
13:25～14:10

帰りの会
14:10～14:20

移　　　動　（ 10分 ）

移　　　　　　　　　　　　　動
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１年間の主な行事（例）その年によって行事を変更しています 

 

 

 

 

 

 

月 行          事 

４月 

入学式 始業式 役員任命式 １年生を迎える会 避難訓練 身体測定 

知能検査（２・５年） 全国学力・学習状況調査（６年） 聴力検査 

通学団会・通学路点検   検尿 視力検査 耳鼻科検診 眼科検診  

ＰＴＡ総会 授業参観 ベルマーク回収（毎月１回） 

野外教育活動説明会（５年） 

５月 

学校保健委員会（心肺蘇生法 AED 講習会） 内科検診 心電図（１年） 

避難訓練 体力テスト ＱＵアンケート（２～６年） 観劇会 

野外教育活動（５年） 福祉実践教室（５年） 

６月 
読書週間 水泳授業開始 歯科検診 教育相談 

学校公開（保護者引き取り下校避難訓練） 読み聞かせ 

７月 
個人懇談会 通学団会・通学路点検 セルフディフェンス講座（4 年） 

不審者対策訓練 着衣泳 読み聞かせ 終業式 

８月 全校出校日（２回）  

９月 
始業式 通学団会・通学路点検 学校公開 親子歯磨き教室（１年） 

避難訓練 身体測定 一人一鉢運動 

10 月 
役員任命式 児童会役員選挙 視力検査 読み聞かせ 運動会 

就学時健診 フッ素イオン導入 避難訓練 ＱＵアンケート（全学年） 

11 月 
教育相談 避難訓練 学校保健委員会（給食試食会）  

学校外活動  読書週間  修学旅行（６年） 校外学習（１～４年） 

12 月 
人権週間 個人懇談会 ペアで一鉢運動 通学団会・通学路点検 

避難訓練 読み聞かせ 学力検査（国語・算数） 終業式 

１月 
始業式 避難訓練 身体測定 手をつなぐ子らの教育展 心電図（３年） 

学校保健委員会（薬物乱用防止教室〔６年〕） 通学路点検 

２月 
教育相談 読書週間 児童会役員選挙 入学説明会・新入児一日入学 

学校公開 縄跳び集会 学習発表展 読み聞かせ 

３月 
６年生を送る会 地域の方への感謝の会 卒業式 通学団会・通学路点検 

避難訓練 読み聞かせ 修了式 
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出欠席 

欠席・遅刻・早退について 

◆学校を欠席（遅刻）する場合◆ 

 ・tetoru(テトル)か電話で連絡をお願いします。 

①tetoru で「欠席」・「遅刻」・「早退」とその理由を入力し、8 時 10 分までに送

信してください。 

②電話の場合は、午前８時１５分以降にお知らせください。 

◆遅刻の場合◆ 

 保護者の方で確実に職員室まで送り、職員への引き渡しをお願いします。 

◆授業中に子どもの体調が悪くなった場合◆ 

登校してからお子さんの体調が悪くなった場合、保健室で休ませてから判断し、早

退させることになります。以下のことに注意してください。 

 ①原則、ご家庭のどなたかに迎えに来ていただくことになっています。緊急連絡カー

ド（１・２年生は家庭連絡カード）の緊急連絡先に、確実に連絡のとれる連絡先を

記入しておいてください。 

②お子さんは職員室で待機させるか、保健室で休ませています。迎えに来ていただく

場合は、職員室までお越しください。 

◆習い事等でお迎えの場合◆ 

  お子さんは職員室で待機させます。迎えに来ていただく場合は、職員室までお越 

しください。お迎えのお車は、短時間であれば、正門付近に停めることができます。 

 必ず、南向きで東側に停めてください。 

 なお、お子さんを正門付近で待たせることや、下校途中にお子さんをお車に乗車 

させることは、安全上お断りしています。 

忌引・出席停止について 
◆身内に不幸があり、葬儀のために学校へ行けない場合◆ 

親族の不幸のため、やむをえず学校を休む場合は｢欠席｣ではなく｢忌引｣となります。

忌引として認められる日数は、児童と亡くなった親族の方との関係により違います。 

本人との関係 認められる日数 

父母 ７日 

兄弟姉妹、祖父母 ３日 

伯叔父母、その他 １日 

※土･日･祝日も日数に含まれます 

◆インフルエンザと診断され学校に行ってはいけないと言われた。欠席になるの？◆ 

  インフルエンザなど、特定の感染症に感染してしまった場合は、他の児童生徒への

感染を防ぐために学校へ連絡し欠席をしてください。このような場合を｢出席停止｣と

いいます。 
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分類 出席停止の基準

第１種 治癒するまで

発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日（幼児３日）を経過するまで

特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで

解熱した後３日を経過するまで

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、かつ、全身状態が
良好になるまで

発しんが消失するまで

すべての発しんが痂皮化するまで

主要症状が消退した後２日を経過するまで

溶連菌感染症 適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登校可能

ウイルス性肝炎
Ａ型・Ｅ型：肝機能正常化後、登校可能
Ｂ型・Ｃ型：出席停止不要

マイコプラズマ感染症 急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能

注1　感染症と診断された場合は、医師に発症日や登校の予定など確認して、早めに学校に連絡をしてください。

注２　登校の際、治癒報告書に家庭で必要事項を記入して、お子さんに持たせて担任に渡してください。

       治ゆ報告書は、学校のホームページからダウンロードできます。

◇学校感染症と出席停止の基準

病名

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そ
う、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、
ラッサ熱、急性灰白髄炎（ポリオ）、ジフテリ
ア、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）、中東呼
吸器症候群、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）など

第２種

新型コロナウイルス感染症

インフルエンザ

百日咳

麻しん（はしか）

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）

風しん

水痘（みずぼうそう）

咽頭結膜熱

結核
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

　＊アタマジラミ、伝染性軟属腫（水いぼ）伝染性膿痂疹（とびひ）：登校可能

腸チフス

パラチフス

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

その他の
感染症

　＊手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、感染性胃腸炎：出席停止不要

第３種

コレラ

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

細菌性赤痢

腸管出血性大腸菌感染症
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望ましい千秋っ子 

◆登下校のときに守ること◆ 

・集合時刻を守り、決められた時間に登校しましょう。（８：００～８：１０）  

・決められた通学路を通り、２列で歩きましょう。（雨降りは１列で）  

・忘れ物に気づいても、取りに帰らないようにしましょう。  

・帰り道では寄り道をせずに、まっすぐ家に帰りましょう。ランドセルを置いてから

次のところへ行きましょう。 

・送迎してもらう場合は、正門から入るようにしましょう。 

・迎えに来てもらうときには、職員室前廊下で待ちましょう。門や昇降口、通学路の

途中で迎えに来てもらうのはやめましょう。 

◆学校の中で守ること◆  

◇学習中に気をつけること 

・「学習の心構え５か条」 

 を心がけましょう。 

◇持ち物で気をつけること 

・名札は、学校の中ではきちんとつけましょう。 

・くつやかさ、道具などをきちんと整とんしましょう。 

・持ち物には名前を書きましょう。 

・上靴は、かかとにしっかりと名前を書きましょう。 

・字が美しく書けるように、授業では鉛筆を使いましょう。 

・筆箱の中は、鉛筆、消しゴム、赤・青の鉛筆または、ボールペンを用意しましょ

う。必要以上に入れないようにして、すっきりさせましょう。その他の文具は、

持って来るように指示されたときだけ持ってきましょう。 

・学校で使う物以外は持って来ないようにしましょう。 

◇学校に来て遊ぶとき 

・自転車で遊びに来る人は、東門から入るようにしましょう。 

・自転車は屋運の西側に、整とんして置きましょう。 

・自転車で運動場や学校の中を乗り回さないようにしましょう。（東門で自転車を

降ります） 

・学校へ、ジュースやお菓子を持ってこないようにしましょう。 

・日没３０分前には、遊び場から家に向かうようにしましょう。 

◇服装で気をつけること 

・通学時・・・黄色の帽子をかぶりましょう。 

・上着などを脱いだときには、腰に巻かないようにしましょう。 

 

 

「学習の心構え５か条」 
①よい準備 よい返事をして授業をうけます 
②道具を大切にし ルールを守って使います 
③何を学び 何ができるようになるか めあてを意識します 
④話をよく聞き 自分の考えを伝えます 
⑤学んだことを 振り返ります 
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・冬の寒い日、防寒具は、教室の中では脱ぎましょう。外に出るときは、手袋、マ

フラー、ネックウォーマーなどを使っても構いません。ただし、マフラーは、先

が長くならないように上着の中に入れるなどの工夫をしましょう。 

・体育時・・・体操服（白）、赤白帽子、紺または黒のハーフパンツ、または、ク

ォーターパンツ。 

・冬の寒い日には、運動に適したもの（ジャージ等）を体操服やハーフパンツの上

から着ることは構いません。 

・上履き・・・バレーシューズ 

・下履き・・・運動ぐつ 

・かばんやランドセル、名札などにキーホルダーやストラップなどの飾りはつけな

いようにしましょう。 

・装飾品は身につけないようにしましょう。 

・髪の色は変えないようにしましょう。 

・髪を止める髪留めは、ゴムを基本とし、飾りのついたものや派手なものは使わな

いようにしましょう。 

・プールに入るときは、特に金属の髪留めをしないようにしましょう。 

◇健康でたくましい心と体 

・友達や先生、お客さんに会ったら気持ちの良いあいさつをしましょう。 

  ・廊下は走らないようにしましょう。右側を静かに歩きましょう。 

  ・天気の良い日は、外で元気よく遊びましょう。 

  ・外で遊ぶときは、運動場の見えるところで遊びましょう。 

  ・校舎の北側や駐車場、屋運の北側や体育器具庫の裏では遊ばないようにしましょ

う。 

  ・石や木の棒、ブロックなどを持ち出さないようにしましょう。 

  ・石や木切れを投げたり、観察池に物を投げ入れたりするような遊びはやめましょ

う。 

  ・外で遊べないときは、読書をしたり友達と会話をしたりして、教室で静かに過ご

しましょう。 

  ・学校にトランプやオセロ等のゲーム類や漫画等は持って来ないようにしましょう。 

  ・水筒の中身はお茶に限って、年間を通して持ってくることができます。ただし熱

中症が心配される時期には、スポーツドリンク（薄めたもの）を許可します。 

◆交通安全で守ること◆ 

  ・自転車に乗る場合、「自転車損害賠償責任保険」等に加入しなくてはなりません。 

・自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶりましょう。 

・道路や危険なところでは遊ばないようにしましょう。 

・交差点では、必ず一時停止をしましょう。 

・自転車の危険な乗り方（二人乗りや手放し運転）は、やめましょう。 
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◆外へ出かけたときに守ること◆ 

・外出するときには、「だれと、どこへ、いつ帰るか」を必ず家の人に伝えましょう。 

・校区外へは、子どもだけでは行かないようにしましょう。 

・暗くなる前に家に帰りましょう。（学校では日没３０分前には帰路につくよう指導

しています。） 

・友達とのお金の貸し借りや、おごったりおごられたりしないようにしましょう。 

・外で身の危険を感じることがあったら、近くの家や子ども１１０番の家に助けを求

めましょう。  

・家の外でエアガンを使うことはやめましょう。 

・子どもだけで川で遊ぶことはやめましょう。 

・万引きは、絶対にしてはいけません。 

・道路でボール遊びは、やめましょう。 

◆その他◆ 

・携帯電話やスマートフォンを使用する場合は、使い方や約束を家庭で話し合って決

めましょう。 

 

給 食 

 学校給食は、栄養のバランスのとれた魅力ある食事を児童に提供し、望ましい食習慣

の形成と心身の健全な発育に資することを目指しています。 

 本校の給食は南部調理場より配送されています。給食の内容は、主食（米飯・パン・

めん等）、牛乳、主菜と副菜２種（おかず）です。ときどきデザートもつきます。学校

栄養士が児童の健康を考え作成した献立表を毎月配付します。 
 

・給食は、子どもたちにとってとても楽しみな時間で

す。食べる時間は２０分間です。原則として、食器

に盛り付けてもらったものは、好き嫌いなく残さず

食べられるように指導していきます。時間内に楽し

く食べられるように指導しますので、ご家庭でもご

協力をお願いします。 

・ナフキンを敷いて会食します。ナフキンは、毎日清

潔な物を持たせてください。また、給食後の歯磨き

を行います。歯ブラシとコップを袋に入れて持たせ

てください。 

・衛生安全上、食べ残しは、添加物を含め、持ち帰りません。 

・給食当番は、交代で行います。当番になったら  マスク、帽子、エプロンは、自分の

物を使います。 

 

＜食事のマナー＞ 

・よい姿勢で食べる 

・箸を正しく使う 

・こぼさず食べる 

・食器を持って食べる 

・ご飯粒などを食器に残さない 

・食べ物が口に入っているとき

は話さない 
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◆台風のときの給食は？◆   

台風等で前日までに給食の中止が分かっている場合は、文書や tetoru（テトル）

でお知らせします。  

 

学校公開 

保護者の方や地域の方に本校の様子や教育活動についてより広く知っていただくた

めに学校公開日を設定しています。また、学校公開中の参観時間は、その都度お便り

にてお知らせします。 

 

◆実施内容・時期◆ 

  お子さんの普段の学習の様子を見ていただけます。また、放課の過ごし方なども参

観していただけます。実施時期は、１学期は６月、２学期は９月、３学期は２月の予

定です。 

 

◆参観のお願い◆ 

・保護者の方には入学時に来校者用のネームプレートをお渡ししています。校内では

首から提げていただきますようお願いします。紛失された方やもらってみえない方

は、予備のネームプレートをお貸しします。参観当日、職員室へお越しください。 

・授業中は、携帯電話の使用や私語はご遠慮ください。 

・授業参観時、校内での飲食（ガム・あめを含む）は、ご遠慮ください。 

・上履きの持参をお願いします。 

・自転車は、指定の自転車置き場においてください。 

・お車での来校はご遠慮ください。 

 

◆学校に対するご意見の窓口◆ 

 学校に対して気づかれたことがありましたら、教頭までご連絡ください。お子さん

を通しての連絡帳や手紙、また、直接電話でも結構です。 
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入 学 

◆就学通知書について◆ 

入学対象年齢のお子さんがいるご家庭に、一宮市教育委員会から就学通知書が送ら

れてきます。この通知書は、前年１０月１日現在の住民基本台帳または外国人登録簿

に基づいて作成され、各家庭に郵送されます。 

  就学通知書は、小学校へ入学するために必要な書類となります。大切に保管し、入

学式当日に提出してください。 

 

 

◆入学式◆ 

◇日程（予定） 

 受 付   ９：２０～ ９：４０ 受付後､児童は教室､保護者は屋内運動場へ 

  入学式  １０：００～１０：２０ 屋内運動場 

  連 絡  １０：２０～１０：４０ 式に続いて屋内運動場で行います。 

  学級指導 １０：２０～１１：１５ 

・１年生は各教室で担任の指導を受けます。 

・連絡が終わり次第各教室で、保護者に教科書・学用品の配付、当面の行事予定

の説明などを行います。 

・例年、時間がかかりますので、その後の予定は余裕をもってください。 

  下 校  １１：３０～ 

 

◇持ち物 

・就学通知書（市から郵送されてきたもの）・・・受付で提出する。 

・上履き 

・入学児用上靴 

・教科書などを入れる袋  

・道具箱等を持ち帰る袋 

 

◇服 装  

入学児：紺や黒の式典にふさわしい服装  黄色い帽子  運動靴 

 

◇お願い 

・入学児と共に、受付の時間に遅れないように来てください。 

・病気などで欠席する場合は、必ず９：３０までに、学校に連絡してください。 

＊入学児が欠席の場合でも、保護者の方はご出席ください。 

・入学児と共に通学路を確認しながら、徒歩でお越しください。 
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・始業式から通学班で登下校します。 

・不明な点についての問い合わせや連絡などは、千秋小教頭までお願いします。 

・名札を紛失し、新たに購入を希望される場合は、学校で取り扱いますので、担任

までお申し出ください。 

 

◆入学までに◆ 

◇自分のことは自分でやれるようにする。 

・名前がはっきり言えるようにしましょう。 

・平仮名で書かれた自分の名前が読めるようにしましょう。 

・返事やあいさつができるようにしましょう。 

・自分が伝えたいことを言葉にして言えるようにしましょう。 

「～が痛い｡」｢～をしたい｡｣ 

・着替え、片付け、整とんが自分でできるようにしましょう。 

 

◇友達と仲よくする。 

・自分の思い通りにならなくても、泣いたり暴力に訴えたりせず、言葉で伝えたり、

がまんをしたりするようにしましょう。 

・人の話を静かに聞くようにしましょう。 

自分が話したいことがあっても、聞き終わってから話すようにしましょう。 

 

◇健康に過ごす。  

・治せる病気（特に、健康診断受診票兼結果通知書にあったもの）は、治しておき

ましょう。 

・早寝早起きや排便、朝食をとるなどの習慣をつけましょう。 

・食事のマナ－を身につけましょう。 

 

◇安全に気を付ける。 

・始業式からの登下校は通学班で行うため、集合場所や集合時刻、班長の名前など

の確認をしましょう。 

・手上げ横断などを教え、通学路をお子さんといっしょに歩いてみてください。 

・見知らぬ人について行かないように、また、連れ去られそうになったときに助け

を求める方法などについても教えておいてください。 

＊地域には、黄色い旗が目印の『子ども１１０番の家』があります。 

・自分の町内名、通学団名、父母の名前、自宅の電話番号も言えるように練習しま

しょう。 

・自転車の利用は、ヘルメットの着用を厳守するようにお願いします。 
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◆児童の服装・持ち物について◆  

◇１年生の名札  

１年生は、平仮名で名前を書いた名札を学校で用意し、着用します。入学式当日、

お渡しします｡名札は６年生まで使用します。値段は１４０円（中紙だけは１０

円）です。 

◇給食の服装と持ち物 

・エプロンは、個人で準備します。 

・個人用の当番用帽子は、最初学年費で一括購入しますが、その後は、各自で購入

してください。 

・マスク・ナフキン・歯ブラシ・コップを用意して、縦 20・横 20 センチぐらい

の布製の袋に入れてください。 

（同じ袋にまとめて入れていただいても結構です。） 

◇筆記用具・学習道具などについては、ご家庭で用意してください。 

 筆箱 ・・・新しい鉛筆が入らないような短いものや、鉛筆が折れやすい缶は

使いにくいと思います。遊び道具がついているものやキャラクタ

ーが派手なものも、学習に集中できません。 

◎ 中身が見やすい箱型がお勧めです。 

 鉛筆 ・・・１・２年生は、まだ筆圧が弱いので、Ｂか２Ｂの濃さのものが適

当です。シャープペンシルや芯を入れ替えるような形のものはや

めてください。学校にも鉛筆削りはありますが、必ず家で削って

準備をするようにしてください。 

 消しゴム ・・形や色、匂いなどにまどわされず、きれいに消えるものを選ん

でください。 

＊本来の目的にあった白いものを選んでください。 

 下敷き ・・・無地（模様やキャラクターなどのないもの）のプラスチック製の

ものを選んでください。 

 色鉛筆 ・・・木の部分がなく芯だけでできているもの（クーピーペンシルな

ど）の方が使いやすいようです。１２色程度にしてください。色

数の多いものは大きすぎて道具箱や机に入りません。 

 クレパス ・・１２から１６色程度にしてください。大きすぎるものは道具箱や

机に入りません。クレヨンは折れやすく、面を塗るのに不便です

ので、クレパスを選んでください。 

 はさみ ・・・幼稚園・保育園で使っていたものでかまいません。 

ふた（カバー）つきの物にしていただけると安心です。 
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算数セット について  

就学時健康診断で注文書を配付します。ご希望の方は、注文してください。 

セットで購入の場合は、入学説明会で商品をお渡しします。 

兄姉や年上の方でもう使わない方の物があれば、それを使用していただいてもか

まいません。 

 なお、算数セットは、ばら売りもありますので、不足分を買い足すことができま

す。その場合は、入学式でお渡しします。「数図ブロック」は必要ですので、セッ

トで購入されない方は、このばら売りで必ず買い求めてください。時計などは色や

形が違っていてもかまいません。 

 

粘土セット、工作板 

就学時健診で注文に関するお知らせを配付します。購入を希望される方は、お知

らせに掲載されている手続きにしたがって、ネットで注文をしてください（代金は

オンライン決済です）。入学説明会で商品をお渡しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇かさについて 

かさは、（折りたたみでないもの）にしてください。 

開いたときに、学年・組・名前が分かるように書いてください。 

※ 置きがさ用にもう１本（折りたたみでないもの）用意してください。 

  

◇その他・お願い 

・学校には、不要なもの、高価なもの、華美なものを持って来ないように、ご家庭

で注意してください。 

・持ち物や、道具、名札などに華美なシールなどを貼らないように、ご家庭でもご

指導ください。 

・持ち物には全て、学年・組・名前を平仮名で書いてください。 

・道具箱 

・のり  

・各種ノート  

・書き方用鉛筆 

・赤・青鉛筆 

・書き方用フエルトペン 

・名前ペン 

・セロハンテープ 

・防犯用ホイッスル 

・連絡袋 

・探検バッグ 

学校で用意するので、購入しなくてよいもの 
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教 科 

 学年が上がるにしたがって、教科の種類が増えていきます。 

・1 年生：道徳・国語・算数・生活・図工・音楽・体育 

・2 年生：道徳・国語・算数・生活・図工・音楽・体育 

・3 年生：道徳・国語・算数・理科・社会・図工・音楽・体育・外国語活動・総合 

・4 年生：道徳・国語・算数・理科・社会・図工・音楽・体育・外国語活動・総合・クラブ 

・5 年生：道徳・国語・算数・理科・社会・図工・家庭・音楽・体育・外国語・総合・クラブ・委員会 

・6 年生：道徳・国語・算数・理科・社会・図工・家庭・音楽・体育・外国語・総合・クラブ・委員会 

 

◆少人数学級について◆  

  令和８年度の１クラスの人数は、１～６年生まで３５人学級となります。きめ細や

かな指導を行っています。 

  

◆ＴＴ指導について◆  

  子ども一人一人に応じたきめ細かい指導を行い、基礎・基本の確実な定着を図り、

自ら考える力を身につけることがねらいです。１つの教室で２人の先生が授業をする

ことがあります。 

  

◆生活科ってどんな教科？◆  

  子どもたちがより自然や社会に興味をもてるよう、具体的な活動や体験を通して学

びます。 

 例えば、入学したばかりの１年生は「学校探検」として学校の様子や学校で働いて

いる人々について実際に見て体験しながら学びます。 

  

◆総合的な学習の時間は何を勉強するの？◆  

  ３年生以上で勉強をします。教科（社会や国語など）の枠にとらわれず、自然体験

やボランティア活動などの体験的な学習を取り入れて、子どもたちが、自分で問題を

解決する力やものの考え方を学ぶ時間です。 

  

◆小学校でも英語の授業があるの？◆  

  ３・４年生は、「外国語活動」として、１週間に１時間、５・６年生は、「外国語」

として、１週間に２時間、英語の学習をします。 

学校には月に８日程度、外国人の英会話指導員（ＡＬＴ）の先生が来校し、担任の

先生と一緒に授業をします。 

  小学校の英語の授業は会話を中心に楽しく英語に触れることに重点を置いています。 
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◆水泳の授業◆ 

◇時期 ６月中旬～７月中旬 

◇水泳着等について 

・水泳着は、スクール水着でなくてもかまいません。（スクール水着の場合、男女

とも黒または紺）※水泳指導前の保護者案内をご確認ください。 

・水泳着には、必ず学年・組・氏名を名札に書き、下図のようにぬいつけてくださ

い。（１０×５㎝程度の白布を使用） 

・バスタオル、ビーチサンダルにも、必ず学年・組・氏名を書いてください。 

・水泳帽は、ゴムまたはメッシュの水泳帽子で、１～２年生は赤、３年生以上は白

とします。 

・水泳帽には、学年・組・氏名を書いてください。 

・頭髪については、水泳帽がしっかりかぶれるようにしておいてください。また、

ヘアピンなど金属製の髪留めはつけないようにしてください。 

・爪は必ず切っておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇水泳見学について（プールカードで担任にご連絡ください。） 

次の症状がある子はプールには入れません。 

・眼（感染力が強いもの）や耳・鼻に病気のある子 

・病気直後の子 

・皮ふ病の子（特に感染性の強い場合） 

・生理中の子 

・頭じらみ、ぎょう虫を保有している子 

・下痢や発熱などで、健康状態の良くない子 

・現在通院中で、医師からプールに入らないよう指導を受けている子 

（はっきりしない場合は、ぜひ医師の指導を受けてください。） 

   体育の授業ですので、見学者は、体育時の服装で見学をします。体操服を持たせ

てください。 
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クラブ活動 

  クラブ活動は、４年生以上で授業として行います。活動は１年間通して４年から６

年までが一緒に活動をします。 

  どのクラブに所属するかは４月に児童から希望をとって決定します。予定人数を超

えた場合は第２希望、第３希望になる場合もあります。クラブの種類はその年によっ

て変わることがあります。 

【クラブの種類】                      （令和７年度の例） 

バドミントン 卓 球  グラウンドゴルフ     ゲートボール    

ドッヂビー お 茶 テーブルゲーム お 花 

イラスト おり紙  

 

児童会・委員会 

◆児童会とは？◆  

  子どもたちによる学校生活をよりよくしていくための組織です。役員は５年生以上

の児童から選挙で選ばれた会長・副会長・書記で組織されています。行事や集会を企

画・運営します。児童集会には、全校児童が参加します。 

代表委員会には、児童会役員と４年以上の各学級から選出された代議員が参加し、

話し合います。 

  

◆委員会は何するの？◆   

学校では、児童会以外にも様々な委員会活動があります。 

５年生以上は、全員どれかひとつの委員会に入って活動します。 

図書 図書館で本の貸出業務をします 

体育 放課に使用するボールなどの管理をします 

美化・環境 掃除道具の点検や学校のエコ活動をすすめます 

生活・安全 廊下歩行運動などみんなが気持ちよく生活できるような取り組みを

します 

給食 コンテナ室の整理や給食の後片付けをします 

放送 放課やお昼の放送を担当します 

緑化 学校の植物の世話をします 

飼育 学校の動物の世話をします 

保健 保健室で保健当番や、学級の健康観察の手伝いをします 

代表 行事や児童集会を企画・運営します。 
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あゆみ（通知表）の見方 

 お子さんの成長の様子を学期ごとにまとめ、学習と生活の面から保護者へ連絡し、

学校と家庭が協力して望ましい方向へ育てるための手がかりとするものです。学級の

友達との比較ではなく、その学年の目標にどの程度達成できたかを表しています。 

  

 

◆教科について◆  

◇各教科の主なねらい  

各教科の学年目標を、観点別で示しています。  

◇観点別学習状況（「各教科の主なねらい」の達成状況を次の様に表しています。） 

 

 

 

 

◇評定（３年生以上）（観点別学習状況をもとにして３段階で表しています。） 

 

 

 

 

 

◆総合的な学習の時間◆ （３年生以上） 

◇学習活動  

どのような学習活動を行ったかを文章で表しています。 

◇活動のようす  

活動を通して、どのような力を身に付けたかを文章で表しています。 

 

◆特別活動◆  

学級活動、児童会活動、クラブ活動等を表しています。 

 

♦特別の教科 道徳 ♦ 

年間を通しての評価を、「学習状況」と「道徳性の成長」の観点から文章で表して

います。 

 

 

 

 

◎印････････････十分満足しています。 

○印････････････おおむね満足しています。 

空欄････････････もう少し努力をしましょう。 

３････････････ 十分満足しています。 

２････････････ おおむね満足しています。 

１････････････ もう少し努力をしましょう。 
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特別支援教育 

一宮市では、全小中学校を対象に、個別の支援を必要とする児童・生徒に対する教

育の充実を図っています。  

 

◆特別支援学級◆   

  特別支援学級では、通常学級での学習では負担が大きく感じる児童に対して、一人

一人の能力や可能性を最大限に伸ばし、社会的な自立を可能な限り実現していくため

の指導を行っています。 

  本校では一人一人の特性に合わせ、きめ細かな指導を行うとともに、交流学級を決

め、できる範囲で同学年の通常学級との関わりを持ち、多くの児童との交流を深めて

います。 

 

・学習について   

少人数の児童に対して教師が１人配置されるため、きめ細かい指導が可能となりま

す。児童個々の能力に応じたカリキュラムを組むこともできます。  

  

・保護者との連携について    

通学班での登下校が難しい場合は、保護者の方に送迎をお願いしたり、保護者の方

が授業に参加したりすることがあり、ご協力をいただくことが多々あります。児童が

安心して学習に取り組めるよう、学校と家庭の連携を密にすることが大切です。 

 

・行事の参加について 

特別支援学級では、学校行事への参加の方法や学級独自の行事の持ち方についてい

ろいろ工夫をしています。また、中学校区の特別支援学級が合同で行う行事もありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手をつなぐ子らの教育展  

 毎年１月に、市内の特別支援学級をはじめ、いずみ学園、いなざわ特別支援学校

などが参加して教育展を開催しています。 

 毎年、児童生徒による個人作品や特別支援教育の内容に関する展示をしていま

す。障害のある児童生徒や特別支援教育に対する地域社会への啓発や理解を深める

ことも大きなねらいとしています。 
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◆通級指導教室◆   

  通常学級に所属しながら情緒・言語・難聴などの障害を克服するため、週の決めら

れた時間だけ個別の指導を受けることができます。 

一宮市には、情緒・言語・難聴などの通級指導教室があり、その教室へ通うことに

なります。  

  ◇指導の内容   

  ・障害の改善・克服を図るための訓練的内容  

 ・各教科の学習内容を補充する内容  

 

◆特別支援協力員◆   

本校では、通常の学級に在籍する個別の支援が必要な児童に対して、その児童の学

習支援を行い、豊かな学校生活が送れるよう、「特別支援協力員」を配置しています。  

 

図書館教育 

 児童が読書によって豊かな感性や情操、思いやりの心を育めるよう、読書環境の整

備、読書習慣の確立に向けての支援を行います。また、学校図書館は情報を収集、選

択、活用する能力を伸ばすことのできる場としての機能も兼ね備えています。 

◆図書館の様子◆     

  より多くの児童に、より多くの素敵な本との出会いがあるように図書館を居心地の

よいスペースにしています。また、図書館司書と連携して話題の本や授業に役立つ本

の展示コーナーを作り、さまざまな本に関心がもてるように工夫をしています。 

 

◆本の借り方・返し方◆   

  図書館は、月曜日～金曜日の中間放課と昼放課に開いています。貸し出しは、１人

２冊で１週間借りることができます。図書委員の子どもたちが、貸出・返却の手続き

を行っています。  

 

◆学年文庫の状況◆   

すべての教室には、学年文庫があります。図書館に出向くことなく、本を読むこと

ができ、身近に本を置くことにより、本に親しむ環境を考えています。  

 

◆読書の推進◆ 

  ◇読み聞かせ 

   ボランティアグループ「お話のたね」のみなさんによる「読み聞かせ」を行って

いただいています。 
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◇読書週間の取り組み  

毎年、読書週間を設定しています。ペア読書などを積極的に取り入れ、図書に親

しむ機会を与え、読書意欲を高めています。 

 

◆公立図書館との連携◆ 

  市内の図書館にある本を、宅配便で学校に送ってもらい借りることができる制度が

あります。１か月に１回ずつ、150 冊まで、学校と公共図書館との回送便がありま

す。 

 

◆学校図書館及び市立図書館共通「貸出カード」の申し込みについて（お願い）◆ 

  一宮市では、小・中学校の学校図書館の蔵書がデータベース化されています。これ

に伴い、子どもたちが使う図書館の「貸出カード」は、本校の図書館および市内公共

図書館で、共通の「貸出カード」として利用することができるようになっています。 

  つきましては、この「貸出カード」作成にあたり、別紙、学校図書館及び市立図書

館共通「貸出カード」申込書に必要事項をご記入いただき、ご提出いただきますよう、

よろしくお願いします。なお、すでにお子さんが、入学前に「貸出カード」をお持ち

である場合も、新しいカード作成のため記入をお願いします。 

  

※ 記載いただいた個人情報は、今回の目的のみ使用し、他への情報提供はいたしま

せん。 

 

・ご不明な点がありましたら、千秋小学校・教頭までお問い合わせください。 

 

〈記入例〉 

利用者コード                              

フリガナ イチノミヤ タ ロ ウ せいべつ たんじょうび 

 

なまえ 

 

一  宮 

 

太  郎 

 

男・女 

 

平成〇年 〇月 〇日 

 

じゅうしょ 

 

一宮市本町２丁目５番６号 

（字名、番地、アパート名まで記入してくださ

い。） 

 

でんわ 

 

〇〇－〇〇〇〇 

ほごしゃ 一 宮 二 郎 住所コード       

学校    ○ △            小学校   

申請年月日   

※貸出カードは一人一枚です。 
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学校運営の経費 

 学校教育にかかる費用には、一宮市で負担している経費（公費）と保護者の方に負担

していただく経費（私費）があります。保護者の方に負担していただく経費については

学校徴収金として毎月集金させていただきます。 

◆保護者負担となる経費（私費）◆ 

本校での保護者負担となるものには主に次のものがあります。基本的な考えとして

は、児童個人の所有となるもの、個人に還元されるものは私費として考えています。 

（次頁 学校徴収金 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆一宮市で負担している経費◆ 

 一宮市の学校配当予算には主に次のものがあります。（全ては記載されていません） 

消 耗 品 費 紙の購入や授業、行事等に必要な消耗品を購入します。 

燃 料 費 家庭科や理科室のプロパンガス、ストーブの灯油代です。 

印刷製本費 学校用封筒、学校日誌等の製本代 

光 熱 水 費 電気、上下水道、都市ガス代です。 

器具修繕費 物品の修理代です。 

施設修繕費 校舎関係の修理代です。 

医薬材料費 学校で使用する医薬品を購入します。 

通信運搬費 電話代、切手代です。 

手 数 料 クリーニング、ピアノ調律、消火器点検の手数料です。 

教材備品購入費 授業で使用する備品を購入します。 

図書購入費 児童生徒用の図書を購入します。 

一般備品購入費 学校で必要となる備品を購入します。 

特別支援学級 

備品購入費 
特別支援学級用の備品を購入します。 

 

 

習字用具一式、算数セット、理科実習費、運動用服装一式（赤白帽子） 

水彩用具一式、クレパスまたはクレヨン、彫刻用具一式、図工科実習材料(工作) 

鍵盤ハーモニカ、リコーダー、裁縫用具一式、家庭科実習材料(調理・被服)  

給食用マスク代、 副教材・副読本・夏季冬季日誌代、学用品費用(ﾉｰﾄ.文房具等) 

クラブ活動費、校外活動・修学旅行・野外活動費用、芸術鑑賞費用、卒業アルバム代

日本スポーツ振興センタ－掛金代、フッ素イオン導入代（虫歯予防）、給食費 等 
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学校徴収金 

 教育活動にかかる費用のうち保護者の方に負担していただく経費について学校徴収

金として毎月集金させていただきます。 

◆どのような費用を集金するの？◆ 

本校の学校徴収金の内容は次のようになっています。 

教 材 費 児童に還元できる補助的な教材等の費用に充てます。 

積 立 金 ５年野外活動費、６年修学旅行費等として各学年で積み立てます。 

給 食 費 5,630 円を翌月に集金します。（2026 年 4 月より） 

ＰＴＡ会費 ＰＴＡ規約に基づく会費です。ＰＴＡの委託により集金します。 

そ の 他 フッ素、スポーツ振興センター 

 

◆集金方法はどうなっているの？◆ 

 一宮市では毎月の集金に口座振替を導入しています。 

指定銀行 ゆうちょ銀行 

 

振替の 

 手続き 

・ゆうちょ銀行に普通預金口座を開設してください。 

（名義は保護者名でも児童名でもよい） 

※すでに口座をお持ちの場合はその口座が利用できます。 

・入学の説明時に配布する「自動払込利用申込書」（次ページの記入例を参

照）を学校へ提出してください 

集金日 ・毎月指定された日に登録口座から引き落としをします。 

・引き落とし日は、年間行事計画や学年便りでお知らせします。 

 

 

集金額 

・学期ごとに集金計画をお知らせします。学期ごとの学年便りでもお知らせします。  

・自動振替手数料が１０円かかります。 

・口座振替ができなかった場合は、指定口座に振込を依頼します。 

・就学援助を受けている方は減額されます。（P.４９ 就学援助制度 参照） 

・各学期の最終月は調整月として学年費の調整をします。 

 

◇現金集金 

・現金集金は行っていません。上記の口座振替をお願いします。 

・振替ができない場合は、指定口座に振り込みをしていただきます。（※残高不足で

引落ができない場合、振込手数料を保護者様ご負担で指定口座への振込をお願いす

ることになります。お気を付けください。） 

◇会計報告         

・学期ごとに会計報告にて各学年の集金額、支払額、残金を報告します。 
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《自動払込利用申込書の記載例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《自動払込利用申込書の記載例》

    自動払込利用申込書                                              

※ 太枠内にボールペンではっきりとご記入ください。

※ 「お届け印」欄には、通常貯金のお届け印を押してください。

※
私は下記の払込金を次により自動払込みによって支払うこととしたいので依頼します。
私は自動払込み規定及びゆうちょ銀行所定の関係規定に同意の上、申込ます。
なお、本申込書は、私に代わって貴行から下記加入者にお届けください。

郵便番号（４９１　　－　○○○○　）

▼お申し込みの日から払込みが開始される日までの期間を１か月以上あけてご記入ください。▼ 払込日は収納加入者さまにご確認の上、ご記入ください。

※払込開始月のご指定がない場合は、空欄のままご提出ください。

▼「ご契約者」欄はお申込人とご契約者の「おところ・おなまえ」が異なる場合にご記入ください。

（〒          －　　　　）

払込開始月

自動申込

□ 割賦代金　３４

□ 税　　金　　３５

□ 　　　　　　　３０

　　　　　　年　　　　月から 払込日 毎月１１日（再払込日　　日）
土曜、日曜、祝日の場合
は翌営業日

ご
契
約
者

おところ

□ 電話料金　２３ □ 各種保険料　２８ □ 会　　　費　３３

㊞
※通帳印

□ ガス料金　２１ □ 公庫償還金　２６ □ 購読料　 　３１

○

払
込
金
の
種
別

該当の項目に
レ記をつけて
ください。

□ 電気料金　２０ □ 住宅使用料　２５ □ 授業料等　２９

□ 水道料金　２２   □育英会返還金　２７ □ 年金保険　３２

○○

払
込
先

加入者名 千秋小学校Ａ

口座番号

○ ○

お
届
け
印

○○
記号番号

○ ○○ ○

おなまえ

一　宮　太　郎 様
日中ご連絡先

 　携帯　　 会社　　 自宅　　　　○○○－○○○○－○○○○
電話番号

番　　号（右詰めでご記入ください）

○

記   号

○

総合口座通帳を併せて、ご提出ください。

お
申
込
人

(

口
座
名
義
人

)

おところ
一宮市○○町　○○○○○○

　ﾌﾘｶﾞﾅ　　　　　　　　　　　イチノミヤ　　　タロウ

ご
契
約
者

（フリガナ） 　　　　　　　　　　　　　イチノミヤ　　　　 　ジロウ

おなまえ

日中ご連絡先
 携帯　 会社　 自宅　　　　　　－　　　　－　　　

電話番号

　○年　　一　宮　次　郎　　　　　　　　様お子様の氏名を記入してください。

押印（届出印）

●お願い
・ 太枠の部分のみ、ご記入ください。

・ ２部複写になっています。黒ボールペンで、２枚目まで写るように強めに書いてください。
・ 学校で一括して提出しますので、上１枚を提出してください。

２枚目については「お客さま控」ですので、家庭で保管してください。

通帳に記載されている住所、氏名、電話番号、
記号番号等を記入してください。

学校で記入します

！
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保健安全 

◆生活習慣を整えよう◆         

早寝早起きをし、三度の食事はバランスを考えて摂り、規則正しい生活を心がけま

しょう。 

◆学校では◆ 

健康観察や欠席調査、相談活動等を行い、心身の健康状態の把握に努めています。

また、児童の訴えを大切にし、温かく受容的態度で接し、心の安定を支援しながら、

健康の自主管理ができるよう働きかけをします。保健調査や定期健康診断、身体測定

を実施し、疾病等の異常の早期発見に努めています。健康診断の結果を通知し、結果

について継続的に観察していくなど、事後措置の徹底を図っています。 

◆けがや病気のとき◆ 

学校でけがをしたり、体調が悪くなったりしたときは保健室で応急手当をします。

保健室で休んでもよくならないときは、保護者の方に連絡をとって早退します。緊急

の場合は、保護者の方へ連絡をとって病院で治療を受けます。重症の場合はすぐに救

急車を呼ぶなどの適切な措置をとります。（詳細は下の保健室の利用をご覧くださ

い） 

※ 何かあったら緊急連絡カード（１・２年生は家庭連絡カード）の緊急連絡先に

連絡しますので必ず連絡がとれるようにしておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆AED(自動体外式除細動器）について◆  

 

本校は、AED の設置施設です。職員室と屋運入り口付近に備え付けられています。 

プール使用時は、AED をプールに移動・設置します。 

【保健室の利用のしかた】 

・体調が悪く、保健室で休養する場合は、１時間を目安とし、それでも回復しない

場合は家庭へ連絡しますので、お迎えをお願いします。 

・児童のお迎えの際は、職員玄関で呼び鈴を押してください。職員立会いのもとで

保護者に引き渡します。子どもだけで帰すことはありません。 

・学校でけがをした場合、応急手当を行い、必要に応じて保護者に連絡の上、医療

機関へ連れて行きますが、経過をみるけがについては、ご家庭でお願いします。 

・自宅でのけがの応急手当、以前のけがの継続治療は、できないことになっていま

すので、家庭で処置をしてから、登校させてください。 

・学校では、内服薬、点眼薬、傷消毒薬の用意はありません。医師の指示で学校で

の服用等が必要な場合は、必ず担任に連絡をしてから持たせてください。 

・擦り傷や切り傷などは、水道水で洗浄しています。 

・捻挫の疑いがある場合、冷却して安静を保ち、経過観察します。症状によっては

湿布薬を使いますが、皮ふを傷めないように、使用は最小限にとどめています。 
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◆熱中症対策について◆ 

  朝食、水分を補給してから登校させてください。睡眠不足や体調不良の場合は、熱

中症にかかりやすくなります。また、熱中症になりやすい人は、連絡をお願いします。 

◇学校では◇ 

  ・５～１０月は１日３回、暑さ指数（WBGT）を測定して、児童の安全対策を行

っています。 

・暑さ指数が高いときや、熱中症警戒アラートが発表されているときは、屋外や体

育館など空調設備がない場所での運動や外遊びは中止、あるいは活動内容を変更

します。 

  ・活動前に適切な水分補給をし、活動中も一斉給水や木陰などで休憩をとります。 

・活動終了後には、水分補給や空調設備の整った教室でのクールダウンをして、体

調管理をします。 

・運動前に自分の体調を確認させ、健康観察を実施します。 

・熱中症の疑いのある症状がある場合は、早期に水分・塩分補給、体温の冷却、病

院受診などの処置を行います。 

  （児童への指導） 

暑さに徐々に慣らしていくこと、外遊びや屋外での活動時には、必ず帽子を着

用し、薄着で通気性のよい素材の服を着るように指導しています。体調不良を感

じたときには、無理をしないで近くにいる大人、教職員に伝えるように指導して

います。 

（家庭での準備）  

風通しの良い服装を用意し、水分補給のため、毎日、水やお茶を水筒に入れて

持たせてください。水分補給のため、水筒は年間通して準備してください。 

登校できるが、体調が気になるときは、学校や担任へ連絡してください。 

◆緊急時の対応◆ 

  毎年、教職員対象に、AED を使用した心肺蘇生法や、アナフィラキシーショック

時に使用するエピペン使用法、熱中症の救急処置などの実技研修を実施しています。 

本校は AED 設置施設です。職員室内と体育館入口前に、AED を設置しています。 
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日本スポーツ振興センター 

日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度は、下記のとおり、学校の管理下

で災害（負傷、疾病など）が発生したとき、児童生徒のために災害共済給付（医療費な

どの支給）を行う、国・教育委員会・保護者の三者による公的共済制度です。 

◆加入手続きは？◆ 

  毎年４月に加入についてお知らせをしています。入学時に、同意書に署名をして提

出していただきます。共済給付に係る掛金額は、児童一人あたり年額９３５円ですが、

一宮市は、保護者の方に４６０円のご負担をお願いし、残額は教育委員会の負担とな

っています。 

◆給付対象となる「学校の管理下」とは？◆ 

学校の教育活動中（校外活動・修学旅行などの校外活動を含む）、休憩時間中、通

学中のすべてを含みます。 

※ 通学中は、本来「学校の管理下」ではありませんが、日本スポーツ振興センター

では、「学校の管理下」として扱っています。 

◆給付対象となるけがや病気、給付金額は？◆ 

災 害 災 害 の 範 囲 給  付  金  額 

けがや病気の

場合 

医療保険各法に基づく療養に要する

費用の額が1つの災害につき500点

（5,000円）以上となるもの 

※特定療養費等保険外診療分は含ま

れません。 

※病気とは、学校給食による食中

毒、熱中症などです。 

療養に要する費用の額の１割相当額 

（病院等窓口での自己負担額がなくても、

給付を受けることができます。） 

※入院時食事療養費の標準負担額がある場

合や高額療養費の対象となる場合は給付

金額が増減することがあります。 

＊健康保険が適用される受診が対象です。 

＊数か月かかる場合は、療養月ごとに書類が必要です。 

＊受診した月から２年間請求を行わなかった場合、給付が受けられなくなります。 

例：2026 年２月療養分は、2028 年３月１０日までにセンターに請求しないと時

効になります。 

 

◆申請するときは？◆ 

学校から、保護者の方に「医療等の状況」（医療費の証明）の書類をお渡しします。

受診した病院に提出し、医療費を証明された「医療等の状況」を受け取り、学校に提

出してください。学校から、教育委員会を通して、センターに給付の手続きをします。

請求手続きが完了後、支給されるまでにおよそ３か月程度かかります。給付金支給が

決定したら、受領方法についてお知らせします。 
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安全対策（異常気象）＜暴風警報・大雨警報など＞ 

異常気象時は気象情報に注意してください。千秋小学校では、速やかに対応を決定し、

「tetoru」にてご案内をさせていただきます。 

 

◆登校前に警報が発表された場合は？◆ 

児童が登校する前に、一宮市に暴風警報・暴風雪警報が発表された場合は、ケー

スにより、下表のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 要  

※ 時間帯に関わらず、災害発生の場合、千秋小学校では速やかに対応を 

判断し、「tetoru」にてご案内させていただきます。 

・災害発生時には、「tetoru」の確認をお願いします。 

・電話によるお問い合わせは、控えていただきますようお願いします。 

・全校児童の誘導を最優先とさせていただきます。お迎えが必要な場合

は、円滑に引き渡しができるように「tetoru」にて、ご案内をさせて

いただきます。したがって、個別のお迎えは、控えていただきますよ

うお願いします。 

 

個別のお迎えは、控えていただきますようお願いします。 
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◆登校前に大雨、雷雨、冠水等が有る場合は？◆ 

 安全な登校ができるまで自宅で待機をお願いします。 

◆登校後に警報が発表された場合は？◆ 

児童が登校した後に、一宮市に暴風警報・暴風雪警報が発表された場合は原則と

して授業を中止し下校となります。 

（ケース１） 

・気象状況により安全と認める場合は、通学団ごとに教師が付き添って下校します。 

（ケース 2） 

・戸外の通行が危険と認める場合には、当該児童を戸外通行の危険がなくなるまで学

校に待機させ、安全を確保します。 

安全対策（地震） 

◆在宅中、大規模地震に備えて、できることは？◆     

いざというときに備えて、家族全員で緊急避難場所を決めておいてください。 

※ 避難場所は一宮市ホームページで検索してください。（一宮市 避難所）検索 

 

 

 

 

 

※ 在宅中の災害発生の場合、お子さんの所在確認等のため、学校から電話連絡をします。

学校には常に連絡をとれる電話番号をお知らせください。 

 

♦在校中 大規模地震（震度５弱以上）が発生した場合は？♦ 

 

緊急避難場所 

（例１） 

千秋小学校 

（例２） 

 千秋児童館 

（例３） 

いちい信金スポーツセンター 
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大規模地震に備えての児童引き渡しカード 
及び緊急避難携帯カードについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記入例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇千秋連区の一時避難場所、及び避難所として利用する施設一覧 

施設名 利用場所 施設名 利用場所 

千秋小学校 屋内運動場 千秋南保育園 遊戯室 

千秋南小学校 屋内運動場 千秋児童館 遊戯室 

千秋東小学校 屋内運動場 東部老人いこいの家 大会議室他 

千秋中学校 屋内運動場・武道場 一宮工科高等学校 体育館 

千秋保育園 遊戯室 一宮南高等学校 体育館 

千秋北保育園 遊戯室 大成高等学校 体育館 

 

〇千秋連区の広域避難場所 

いちい信金スポーツセンター  

※児童引き渡しカードの記入例は別紙にあります。 

記入上の注意点 

１ 児童引き渡しカードは記入後、家庭でコピーしていただき、家庭控えとしてく

ださい。その後、担任に提出してください。 

２ 児童引き渡しカードは、年度初めに更新をします。なお、記入内容に変更が生

じた場合、その都度担任まで連絡をお願いします。 

３ 緊急避難携帯用カードは、記入後、担任に提出してください。確認後、子ども

に持たせます。 
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安全対策（不審者対策） 

 最近は一宮市でも不審者に関する情報がたびたび聞かれます。学校では児童が安全に

生活できるようにいろいろな対策を行っています。また、児童が自分の身は自分で守れ

るように指導も行います。ご家庭でも大切なお子さんが被害等にあわれないよう話し合

いの時間をもってはいかがでしょうか。 

 

◆校門の施錠          

・学校では不審者対策のため、児童の登校後から下校までの間、北門は施錠していま

す。 

【来校時のお願い】 

  来校されたときは正門（東門）から入っていただき必ず職員室までお越しください

玄関には安全確認のため、来校者名簿を用意してありますので氏名をご記入ください。

また、保護者用の名札を配付してありますので来校時には着用ください。 

※ お迎え等、短時間お車を停車させる場合は、正門付近にお車を停車させてくだ

さい。その際は、必ず南向きで道路の東側に停車させてください。 

◆防犯カメラ 

 ・敷地内に数台の防犯カメラを設置しています。 

◆校内の対策          

・職員室付近や各階の廊下にさすまたを常備しています。    

・玄関に来校者名簿を設置し、来校者を確認しています。 

また、来校者には玄関にて名札をつけてもらい、来校者の把握をしています。 

・学校付近の不審者情報や災害時の緊急連絡の際、tetoru により情報を配信します。 

◆見守り隊の依頼         

・児童の登下校時は地域の「見守り隊」の方が、通学路で見守ってくださっています。 

◆子ども 110 番の家の依頼（ＰＴＡ）       

・地域には児童の登下校時に何か起きたとき、助けを求めやすいように子ども１１０

番の家をお願いしています。いざというときのために、ご家庭でも通学路の「子ど

も１１０番の家」を一緒に確認するなど話をしてください。 

・登下校中の不審者対策として、お子さんには防犯ブザーやホイッスルを携帯させて

いただきますようお願いします。 

◆放課後の対策          

・帰宅後も安全のために、防犯ブザーを携帯する、外出先や帰宅時間を伝えることな

どの話をしてください。（本校では、日没３０分前には帰路につくよう指導してい

ます） 
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学校運営協議会（コミュニティ・スクール）  

学校運営協議会とは、保護者や地域の方々と学校とが一緒になって子どもたちを守

り育てるための組織です。 

  保護者や地域の方々を委員に委嘱させていただき、その方々の声を学校運営に直接

反映させます。校長と責任を分かち合いながら一体となって学校運営に携わっていた

だくことで、地域に開かれ、地域に支えられるよりよい学校づくりを目指します。 

 

◆経緯◆ 

  本校では、平成２１年度、準備委員会として活動を行いました。平成２２年度から、

正式に学校運営協議会を設置しました。 

 

◆学校運営協議会の構成員（令和７年度） 

元児童育成協議会長をはじめとする地域の方々６名、ＰＴＡ代表２名、本校職員４

名の合計１２名で話し合いや情報交換を行っています。 

 

◆どんな活動をするの？◆ 

全体会（小中合同）を年２回、千秋小学校運営協議会を年５回開催します。 

  「千秋中学校区で目指す子ども像」を「千秋を愛し、千秋を担い、未来を拓く子ど

も」として、学校と地域との連携体制を構築しながら地域全体で学校教育を推進して

いくために課題に取り組んでいます。 
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ＰＴＡ 

  ＰＴＡとは保護者と教職員が協力して、家庭と学校と社会での子どものすこやかな

成長を願い、保護者同士・教職員と保護者との顔の見える関係づくりや子どもたちの

生活面や教育面での環境を整えるよう活動している任意団体です。 

◆ＰＴＡってどんな活動をするの？◆ 

１学期 ＰＴＡ総会 役員会 役員委員総会 ベルマーク整理  

学校保健委員会 資源回収 交通安全当番活動 

 

２学期 

役員会 役員委員総会  運動会協力 ベルマーク整理  

ＰＴＡ学校外活動 資源回収 ＰＴＡ役員役職選考会 

一斉街頭啓発活動 学校保健委員会 交通安全当番活動 

３学期 役員会 ベルマーク整理 資源回収 

新旧役員打合せ会 ＰＴＡ会計監査 交通安全当番活動 

 

◆ＰＴＡ組織はどうなっているの？◆ 

 会員は保護者・教職員です。 

・役員 

会長１名 副会長１名 家庭教育委員１名 教養委員１名 

書記１名 保健安全委員１名 会計１名 会計監査１名 

・委員 

 学年委員２名～若干名 町内委員…町規模により若干名 

◆役員や委員の選出方法は？◆ 

 役員は総会において、会員より選出します。 

（総会前に、ＰＴＡ役員役職選考会で、次期役員候補者の選考を行っています） 

 委員は総会に先立ち、関係機関内で選出します。 

（学年委員は父母全員の承認、町内委員は町内の推薦） 

◆ＰＴＡ会費について◆ 

  ４月の PTA 総会後に、児童一人あたり一口 1,２00 円集めます。ＰＴＡ会費は会

議等運営費、活動費、弔慰費などにつかわれます。毎年４月のＰＴＡ総会時に前年度

の会計報告をしています。 
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ＰＴＡ活動について 

役  職 活  動  内  容 

会長 PTA会長としての行事に参加 

県、一宮市PTA連絡協議会総会に参加 

PTA主催の会議・行事であいさつ 

学校運営協議会委員 

千秋中学校区青少年健全育成会副会長 

年末街頭指導参加 

※ＰＴＡ行事の調整・相談役 

役職選考会参加  資源回収費  PTA会費の監査 

副会長 会議の司会  会長の補佐 

文化講演会参加（令和7年度は9月に開催） 

千秋中学校区青少年健全育成会書記 

年末街頭指導参加 

役職選考会参加 

家庭教育委員 三役として、会長・副会長の補佐 

学校運営協議会委員 

人権教育指導者研修会（令和６年度は９月に実施） 

千秋中学校区青少年健全育成会委員 

年末街頭指導参加 

役職選考会参加 

書記 会議の記録 

文化講演会参加（令和７年度は9月に開催） 

年末街頭指導参加 

庶務（教養委員の補佐） 

会計 資源回収費、PTA会費の会計  庶務（教養委員の補佐） 

文化講演会参加（令和７年度は9月に開催） 

千秋中学校区青少年健全育成会委員 

年末街頭指導参加 

会計監査 資源回収費、PTA会費の監査 

青少年センター街頭指導参加（令和７年度は７月に開催） 

一宮市青少年健全育成推進大会参加 

千秋中学校区青少年健全育成会委員 

年末街頭指導参加 

教養委員 教養講座、学校外活動の計画立案、運営（書記・会計が補佐） 

 令和７年度：教養講座…未実施、学校外活動…サンドアート作り 

健全育成の会(教師との対話集会)参加（令和７年度は８月に開催） 

年末街頭指導参加 

保健安全委員 学校保健委員会の司会（１・２学期） 

青少年センター街頭指導参加 

一宮市青少年健全育成推進大会参加 

人権教育指導者研修会 

年末街頭指導参加 
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＜ＰＴＡ組織図＞ 
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学校支援 

◆学校教育支援ボランティア◆        

  学校教育支援ボランティアとは、地域の方の経験や特技、知識などを子どもとのふ

れあいの中で生かしていただくものです。 

◇活動内容         

次の３分野で活動を行います。 

Ａ 教育活動の支援  

 校外活動の手伝いをします。 

稲作、野菜作りの指導などを行います。 

読み聞かせを行います。 

 B ベルマーク活動の支援 

ベルマーク整理をします。 

◆学習チューター◆       

子どもたちに基礎的な学力や生活力を身につけさせるために、将来教員をめざす大

学生等を活用し、個に応じたきめ細かな指導をしたり、授業を円滑に進めるための支

援をしたりすることで、子どもたちの学習意欲の向上を図っています。 

 

 

 

見守り隊 

   地域の方・ＰＴＡ役員・委員で、児童の登下校時に児童の安全を確保する活動を行

っています。各町内では、保護者および家族を対象に見守り隊ボランティアの募集を

行っています。ぜひ、ご協力ください。 

◇活動について          

・町会長様から見守り隊用の緑ベスト・帽子・旗のセットをお受け取りください。 

・通学路にて、登下校時に合わせて都合のつく日、時間帯で活動をします。 

・登下校する児童の安全を見守り、「おはよう」「行ってらっしゃい」「お帰りなさい」

「ふざけていては危ないよ」などと声をかけてあげてください。 

・不審者の情報は一宮警察（24－0110）へ一報し、学校にもお知らせください。 

※この活動に参加できない方でも、登下校時にはできるだけ外に出て児童を見守って

いただけると助かります。 

 

 

◎見守り隊の登録は、随時行っています。 

千秋小学校 教頭か町会長様までご連絡ください。 

◎ 学校教育支援ボランティアの登録は、随時行っています。 

千秋小学校 教頭までご連絡ください。 
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 お子さんを学校へ通わせる上で、必要な費用を支払うことが経済的に難しいご家庭に

対して、一宮市から援助を受けられる制度です。 

 

◆どういう場合に援助が受けられるの？◆ 

主な認定条件として、以下の項目があります。 

生活保護を受けている方 

市民税が非課税または減免された方（世帯全員について） 

国民年金の掛け金が免除された方 

国民健康保険税が減免または徴収猶予された方 

児童扶養手当が支給されている方 

詳しいことは教育委員会学校教育課へお問い合わせください。 

 

◆どんな援助が受けられるの？◆ 

  学校給食費、学用品費、入学学用品費、校外活動費、修学旅行費、野外教育活動費、

医療費などが支給されます。 

 

◆援助を受けるにはどうしたらいいの？◆ 

  申請書に必要事項を記入し、小学校または一宮市役所４階学校教育課へ提出します。

申請書は、小学校または一宮市役所４階学校教育課へ提出します。 

 

◆いつから援助をうけられるの？◆ 

 認定要件の審査を行い、結果については、申請者（保護者）あてに郵送されます。 

 

◆気を付けることはありますか？◆ 

  転出される場合や認定要件がなくなったり、世帯に変更があったりした場合などは、

速やかに学校または、教育育委員会までご連絡ください。 

 

◆どこに問い合わせたらいいの？◆ 

  一宮市教育委員会 学校教育課（一宮市役所４階）へお問い合わせください。 

＜電話 0586-85-7072＞ 

＜E メール gaku@sity.ichinomiya.lg.jp＞ 

 

 

 

 

就学援助制度 
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  一宮市では、学校の運動場や体育館、武道場などの施設を、一宮市の条例に規定さ

れている範囲内で利用することができます。 

 

 ◆子ども会の御璽を学校で行いたいときは？◆ 

   学校の運動場や体育館などは事前申し込みをすれば、地域の子ども会などの団体

として利用することができます。ただし、地域のクラブなど登録団体が使用してい

る時間は利用することができません。 

   ◎地域のクラブなど登録団体の予約は、利用する前月の月初に行われます。その

ため、使用を希望する場合は、利用を希望する２か月前には学校へお問い合わ

せください。 

 

◇利用できる日 

 日曜日、休日 土曜日 平日 

運動場 日の出から日没まで 日の出から日没まで 午後５時から日没まで 

体育館 午前９時から 

午後９時まで 

午前９時から 

午後９時まで 

午前９時から 

午後９時まで 武道場 

 

   ＊体育館等で照明を使用する場合は照明料が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校施設開放 


